
八戸市附属機関等の公募委員候補者登録制度実施要綱

（趣旨）

第１ この要綱は、附属機関及び懇談会等（以下「附属機関等」という。）における公募委員

候補者（以下「候補者」という。）登録制度（以下「登録制度」という。）に関し必要な事

項を定めることにより、市民の市政への参画意識を醸成し、委員公募の一層の推進を図るこ

とを目的とする。

（候補者の範囲）

第２ 候補者は、八戸市に住所を有する者とする。

ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。

（登録及び内容の変更方法等）

第３ 候補者が登録をするとき、又は登録内容に変更が生じたときは、八戸市附属機関等公募

委員候補者登録（変更）申請書（別記第１号様式）に必要事項を記載し、市長に提出するも

のとする。

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、直ちにその内容を確認の上、新規登録し、

又は登録内容の変更をするものとする。

３ 市長は、前項の新規登録を行ったときは、当該候補者に対して八戸市附属機関等公募委員

候補者登録確認書（別記第２号様式）を交付するものとする。

（登録期間）

第４ 登録制度への登録期間は、登録した日から４年を経過した日の属する年度末までとする。

（登録の解除）

第５ 候補者は、八戸市附属機関等公募委員候補者登録解除届（別記第３号様式）を市長に提

出することにより、登録期間内に登録を解除できるものとする。

２ 市長は、前項の解除が行われたときは、当該候補者に対して八戸市附属機関等公募委員候

補者登録解除確認書（別記第４号様式）を交付するものとする。

（候補者への情報提供）

第６ 市長は、候補者に、委員公募の情報を随時提供するものとする。

（登録情報の内部利用）

第７ 登録者の了解を得た場合は、附属機関等の委員選任の目的に限り、登録情報を市の行政

機関の内部で利用することができる。

（その他）

第８ この要綱に定めるもののほか、附属機関等の公募委員登録制度の実施に関し必要な事項

については、別に定める。

附 則

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１６年１０月１５日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。



八戸市附属機関等公募委員候補者登録（変更）申請書

年 月 日

八戸市長 様

八戸市附属機関等の公募委員候補者登録制度実施要綱第３第１項の規定により、

次のとおり登録（登録内容の変更）を申請します。

ﾌ ﾘ ガ ﾅ
性別 男∑女 生年月日 年 月 日

氏 名

〒 電話番号

住 所 FAX番号

ﾒｰﾙｱドﾚｽ

現在の職業及び職歴

得意又は興味のある分野

各種活動歴

※附属機関等の委員履歴

※まちづくり団体等の参加状況

□制限なし □３日程度/月 □２日程度/月 □１日程度/月

活動が可能な日数 □１日程度/２～３月

□その他（具体的に： ）

活動が可能な時間帯 □制限なし □平日（昼間∑夜間） □土日祝日（昼間∑夜間）

□その他（具体的に： ）

□行財政全般 □福祉 □保健 □医療 □農業 □水産業

希望する分野 □観光 □環境 □都市計画（まちづくり） □法律 □経済

（複数選択可） □雇用 □教育 □文化 □ＮＰＯ∑ボランティア

□その他（具体的に： ）

登録情報の内部利用 □利用してよい（不可の場合はチェック不要）

（要綱第７関係）

※登録内容の変更申請の場合は、氏名及び変更部分のみ記載のこと。



八戸市附属機関等公募委員候補者登録確認書

年 月 日

様

八戸市長

八戸市附属機関等の公募委員候補者登録制度実施要綱第３第３項の規定により、

次のとおり登録したので、お知らせします。

登録分野

登録期間 年 月 日 から 年３月３１日まで

通 信 欄



八戸市附属機関等公募委員候補者登録解除届

年 月 日

八戸市長 様

住所

氏名

八戸市附属機関等の公募委員候補者登録制度実施要綱第５第１項の規定により、

登録の解除を申し出ます。

八戸市附属機関等公募委員候補者登録解除確認書

年 月 日

様

八戸市長

八戸市附属機関等の公募委員候補者登録制度実施要綱第５第２項の規定により、

登録を解除したので、お知らせします。


